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版数 変更日 変更ページ 変更理由・内容 

1.0 2011. 01.17 - 初版発行 

1.1 

2011. 02.14 6,7,9,10, 

17,19,21, 

22,25,28, 

29,31,32, 

34,35,43 

画面の差し替え，説明文の修正 

1.2 

2011. 04.01 1,2,3,6,7,8,

9,10,12,1

3,14,15,1

6,17,19,2

0,21,22,2

3,32,33,3

5,36,37,3

8,40,41,4

2,43,44,4

6,47,48 

登記事項証明書等の交付の請求に関して，登記所の

窓口で受け取ることができるようになったことか

ら，関連するページの画面の差し替え，説明文の修

正を行った。 

1.3 

2011.08.15 1,7,19,20,

21,22,23, 

40,41,42 

画面の差し替え，説明文の修正 

1.4 

2011.10.17 9,13,14, 

15,16,17, 

23,36 

画面の追加及び差し替え，説明文の追加及び修正 

1.5 

2012.10.26 9,10,14, 

15,16,17,

23,32 

画面の差し替え 

1.6 

2013.02.09 7,23～35 

 

オンライン物件検索機能に関して，オンライン登記

情報検索サービスとの連携画面が変更になったこ

とから，関連するページの画面の差し替え，説明文

の修正を行った。 

1.７ 

2014.05.30 1,4,7,9,10,

14,16,17,

19,21,22,

23,33,35,

39,40,41,

43,44,46,

49,50,51 

画面の差し替え，説明文の修正 

1.8 

2014.07.25 26,29,30 

31,33,36 

山地番，耕地番及び閉鎖物件の設定方法の変更に伴

い，関連するページの画面の差し替え，説明文の修

正を行った。 

1.9 

2016.01.12 35,48 各OSに対応した最新バージョン以外の Internet 

Explorerを推奨環境の対象外にすることに伴い，

関連する記述の変更及び削除を行った。 

2.0 
2016.03.19 全般 ＯＳ及びブラウザの統一による画面の差し替え等

を行った。 

  



 

 

2.１ 

2016.05.27 5,52 申請者IDのパスワードに有効期限を設ける対応に

伴い，ログイン時に当該申請者IDのパスワードが失

効していた場合及びパスワード更新通知がされる

場合について，関連する記載の追加を行った。 

2.2 
2016.12.17 7,23～37 オンライン登記情報検索サービスの変更に伴い，関

連する画面の差し替え及び記載の変更を行った。 

2.3 

2017.03.24 2,6,43 「証明書請求メニュー」について，手続名称等の画

面文言修正に伴い，文言の修正，画面の差し替えを

行った。 

2.4 

2017.07.28 45～47 「照会内容確認（電子納付情報表示）」について，

印刷時に申請者IDを出力しない対応及び画面文言

修正に伴い，画面の差し替え及び記載の変更を行っ

た。 

2.5 

2017.10.27 4～7, 

9～13, 

15～18, 

20, 

22～24, 

36,38,39,

41～44, 

46, 

48～50, 

52～54 

登記・供託オンライン申請システムのホームページ

について，画面レイアウトの変更に伴い，画面の差

し替え及び記述の変更を行った。 

26,27,31, 

32, 

34～36, 

38 

オンライン登記情報検索サービスについて，記載の

変更を行った。 

2.6 
2019.09.30 4,12,13, 

31,51 

元号変更に伴い，関連する画像の差し替えを行っ

た。 

2.7 
2021.02.13 48 e-Gov更改に伴い，関連する画像の差し替えを行っ

た。 

2.8 

2021.08.28 4 ホームページにおけるキーワード検索を可能とす

る対応に伴い，登記・供託オンライン申請システム

のホームページについて画像の差し替えを行った。 

2.9 

2021.12.31 13,39,40 図面証明書請求の操作性改善対応に伴い，オンライ

ン登記情報検索サービスを利用して事件ID一覧を

取得する手順の説明文の追加を行った。 

3.0 

2022.03.05 4,56 商号調査の利便性向上対応に伴い，登記・供託オン

ライン申請システムのホームページについて画像

の差し替えを行った。 

3.1 

2022.12.16 4,6,45,46,

48,51,54

～56 

かんたん証明書請求のスマートフォン専用画面の

追加に伴い，関連する画像の差し替えを行った。 

  



 

 

3.2 

2023.01.06 7,9, 

16～18, 

22,24,37,

38,40,52,

55 

Windows8.1，Internet Explorerのサポート終了

に伴い，関連する説明の修正及び画像の差し替えを

行った。 

3.3 

2023.03.31 5,56 申請者ＩＤに係るパスワードの有効期限を廃止に

伴い，関連する説明及び画像の削除を行った。 

4,6,45,46,

48,51,54,

55,56 

「かんたん登記申請」サービスの追加に伴い，関連

する画像の差し替えを行った。 

 



 

 

●申請者操作手引書（不動産・かんたん証明書請求編） 

 

＜目次＞ ※ 各項目をクリックすると，該当ページへ遷移します。 

第１ かんたん証明書請求について 

第２ かんたん証明書請求で請求できる証明書等 

第３ かんたん証明書請求 [不動産]登記事項証明書／地図・図面証明書の請求の流れ 

第４ 請求書の作成・送信 

１ かんたん証明書請求へのログイン 

２ 請求情報の入力 

３ 納付情報の登録 

４ 請求書の送信 

第５ 処理状況確認等 

１ 到達通知の表示 

２ 納付情報の表示及び電子納付 

３ 登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの表示 

４ 請求書の検索，表示・印刷 

５ ヘルプ／ガイド機能 

 

 

他社商品名，商標等の引用に関する表示等 

 

・ Microsoft（その他商標・登録商標名）は，米国 Microsoft Corporationの米国及び 

その他の国における登録商標又は商標です。 

・ Windowsの正式名称は，Microsoft Windows Operating Systemです。 

・ その他，記載されている会社名，製品名は各社の登録商標又は商標です。 
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第１ かんたん証明書請求について 

 

かんたん証明書請求では，オンラインによる登記事項証明書等の交付請求を，Ｗｅ

ｂブラウザ上で行うことができます。不動産登記に係る登記事項証明書及び地図・図

面証明書（以下「証明書」といいます。）をオンラインで請求し，請求した証明書を請

求人が指定する交付方法（請求書の送付先欄に記載された宛先に郵送する方法，登記

所又は法務局証明サービスセンター窓口で受け取る方法）により交付します。 

なお，かんたん証明書請求は，電子署名及び添付ファイルの不要な手続のみを対象

としています。登記識別情報に関する証明など電子署名又は添付ファイルが必要な手

続については，申請用総合ソフトを御利用ください。申請用総合ソフトの利用方法に

ついては，「申請者操作マニュアル（不動産登記申請・申請用総合ソフト編）」を参照

してください。 

また，かんたん証明書請求は，１請求当たり１０物件までの証明書をまとめて請求

できます。 

 

※１ 証明書を登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る場合の注意

事項 

(1) 請求書の受取場所として選択した受取場所以外では，証明書を受け取ること

ができません。 

(2) 手数料は，登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る前に，

あらかじめインターネットバンキング又はペイジー対応のＡＴＭ等を利用して，

電子納付をしてください。登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で印

紙等により，納付することはできません。 

(3) 証明書を受け取る際には，処理状況照会画面から「納付」ボタンを押して表

示される「Step２ 照会内容確認（電子納付情報表示）」画面（48 ページ参照）

を印刷して（注），その印刷されたものに，「請求に係る通数」を記入の上，登

記所又は法務局証明サービスセンターに持参してください。これを持参してい

ただけない場合は，証明書をお渡しすることができません。 

  （注）この画面を印刷したものに代えて，次の情報を記載した書面を提出して

も差し支えありません。 

① 証明書の受取人の氏名・住所 

② 請求に係る通数 

③ 申請番号 

(4) 請求された証明書は，請求から１か月以内に受け取ってください。受け取ら

ないまま１か月を経過しますと，作成した証明書は廃棄されます。 

※２ １物件当たりの証明書の請求可能通数は，かんたん証明書請求，申請用総合ソ

フトともに，不動産については９９通までです。 

※３ 「申請用総合ソフト」を御利用の場合には，１請求当たり９９物件までの証明

書が請求できます。 
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第２ かんたん証明書請求で請求できる証明書等 

 

かんたん証明書請求で請求できる不動産登記の証明書は，次表のとおりです。 

 

＜証明書＞ 

１ 全部事項証明書 

２ 現在事項証明書 

３ 閉鎖全部事項証明書 

４ 地図証明書 

５ 図面証明書 

 

かんたん証明書請求で使用する不動産登記の請求書は，次表のとおりです。 

 

＜交付請求書＞ 

１ 登記事項証明書（土地・建物）／地図・図面証明書 
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第３ かんたん証明書請求 [不動産]登記事項証明書／地図・図面証明書の請求の流れ 

 

 ログイン 登記・供託オンライン申請システムにログイン

します。 

 

 請求書の作成 かんたん証明書請求メニューから，登記事項／

地図・図面証明書交付請求書を選択して，同請求

書を作成します。 

 

 請求書の内容確認 作成した登記事項／地図・図面証明書交付請求

書の内容を確認します。 

 

  納付情報の登録 電子納付を行う際に必要となる納付情報を入力

します。 

 

 請求書の送信 作成した登記事項／地図・図面証明書交付請求

書を送信します。 
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第４  請求書の作成・送信 

１  かんたん証明書請求へのログイン 

（１）登記・供託オンライン申請システムのトップページ画面 

    登記・供託オンライン申請システムのトップページ画面から，ログインメニュー

の「かんたん証明書請求」ボタンをクリックします。 
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（２）申請者ログイン画面 

    「ログイン」画面が表示されるので，申請者ＩＤ及びパスワードを入力し，「ロ

グイン」ボタンをクリックします。 

 

※ ログインメニューのレイアウトについては，ヘルプの「申請者ログイン」画面ヘ

ルプを参照してください。 

 

※ 申請者ＩＤ及びパスワードは，大文字，小文字を区別していますので，入力の際

は御注意願います。 
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２ 請求情報の入力 

（１）請求書を選択する。 

    かんたん証明書請求にログインすると，証明書請求メニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※ 証明書請求メニューのレイアウトについては，ヘルプの「証明書請求メニュー」

画面ヘルプを参照してください。 

 

①  「証明書請求メニュー」から，登記事項証明書 （土地・建物）／地図・図面証

明書 を選択します。 
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（２）請求書を作成する（Step1）。 

ア 不動産指定方法の選択（Step1-1） 

     「証明書請求メニュー」から，登記事項証明書（土地・建物）／地図・図面証

明書を選択すると，「Step1-1 不動産指定方法の選択」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「Step1-1 不動産指定方法の選択」画面のレイアウトについては，ヘルプの「請

求書作成 － [不動産]登記事項／地図・図面証明書交付請求書」画面ヘルプを参

照してください。 
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① 物件の指定方法を選択する。 

    物件の指定方法は，オンライン物件検索を使う方法及び物件情報（不動産番号を

含みます。）を直接入力する方法があります。物件情報に入力誤りがある場合は請

求エラーとなりますので，オンライン物件検索の使用を推奨します。 

 

＜オンライン物件検索を使う場合＞ 

   → 「オンライン物件検索を使う」ボタンをクリックして，物件情報を取得する操

作を行った後，請求書にその物件情報を取り込みます。 

※ オンライン物件検索の詳細については，24 ページの「≪オンライン物件検索機

能について≫」を参照してください。 

 

＜物件情報を直接入力する場合＞ 

   → 「物件情報を直接入力する」ボタンをクリックします。 
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イ 請求情報の入力（Step1-2） 

      不動産指定方法を選択した後，「Step1-2 請求情報の入力」画面が表示されま

す。 

 

 

 

※ 「Step1-2 請求情報の入力」画面のレイアウトについては，ヘルプの「請求書作

成 － [不動産]登記事項／地図・図面証明書交付請求書」画面ヘルプを参照して

ください。 



 

- 10 - 

 

① 「請求情報の入力」画面の表示  

    不動産指定方法を選択すると，「請求情報の入力」画面が表示されます。 

物件情報を直接入力する場合は，入力欄が空欄で表示されますが，オンライン物

件検索を使用した場合は，物件情報等が読み込まれた状態で表示されます。 

物件情報に入力誤りがある場合は請求エラーとなりますので，オンライン物件検

索の使用を推奨します。 

 

＜オンライン物件検索を使用した場合＞   ＜物件情報を直接入力する場合＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 不動産の種別を選択する。 

「土地」又は「建物」を選択します。 

 
 

③ 物件の入力方法を選択する。 

「物件入力指定」又は「不動産番号指定」を選択します。 

「物件入力指定」を選択した場合は「所在」欄及び「地番／家屋番号」欄が入力可

能となり，「不動産番号指定」を選択した場合は，「不動産番号」欄が入力可能とな

ります。 
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④ 管轄登記所を選択する。 

「登記所読込」ボタンをクリックして，登記所選択画面から管轄登記所を選択しま

す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「登記所の管轄はインターネットから確認することができます。」をクリックす

ると，法務局ホームページの「管轄のご案内」画面が表示されるので，登記所の管

轄を確認してください。 

   

 

 

「都道府県選択」欄で該

当の都道府県名をクリ

ックした後，「登記所選

択」欄が表示されます。 
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⑤ 証明書の種類及び請求の対象を選択する。 

証明書の種類及び請求の対象を選択します。 

＜登記事項証明書を請求する場合＞ 

請求の種類として登記事項証明書を選択します。 

請求の対象として「全部事項」，「現在事項」又は「閉鎖全部事項」のいずれか

を選択することができます。 

 

※ 請求の対象として「閉鎖全部事項」を選択すると，「閉鎖年月日」欄が表示され

るので，閉鎖年月日を全角文字で入力します。 

閉鎖年月日の入力がない場合は，請求の対象が特定できないため，請求エラーと

なるときがあるので，御注意願います。  

 

＜地図証明書を請求する場合＞ 

請求の種類として地図証明書を選択します。 

請求の対象として「現在事項」のみが選択できます。 
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＜図面証明書を請求する場合＞ 

請求の種類として図面証明書を選択します。 

土地に係る図面証明書を請求する場合は，請求する図面の種類を選択してくださ

い。 

 

※ 「登記年月日」及び「事件ＩＤ」は，分からない場合は入力する必要はありませ

ん。ただし，図面証明書を請求したものの，請求した図面を特定することができず，

当該請求が「中止／却下」となった場合は，処理状況照会画面のお知らせ画面から

取得した「図面に関する事件一覧」を参照して（「第５ 処理状況確認等」の「３ 

登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの表示」を参照してください。），

登記年月日又は事件ＩＤのいずれか一方を入力して，該当の図面証明書を請求し直

してください。 

なお，オンライン登記情報検索サービスの事件 ID一覧検索機能を利用することで，

請求する図面に係る事件 ID 一覧を取得することができます。事件 ID 一覧検索機能

の詳細については，39ページの「≪事件 ID一覧検索機能について≫」を参照してく

ださい。 

 

 

⑥ 共同担保目録の請求項目を選択する。 

登記事項証明書を請求する場合は，共同担保目録の請求項目を選択します。 

請求項目として「除く」，「現在事項」又は「全部事項」のいずれかを選択するこ

とができます。 
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※ 請求の対象として「現在事項」を選択した場合には，共同担保目録は「全部事項」

を選択することはできません。 

※ 請求の対象として「閉鎖全部事項」を選択した場合には，共同担保目録は「現在

事項」を選択することはできません。 

 

⑦ 信託目録の請求項目を選択する。 

登記事項証明書を請求する場合は，信託目録の請求項目を選択します。 

請求項目として「除く」，「現在目録」又は「全部目録」のいずれかを選択するこ

とができます。 

 

※ 請求の対象として「現在事項」を選択した場合には，信託目録は「全部目録」を

選択することはできません。 

※ 請求の対象として「閉鎖全部事項」を選択した場合には，信託目録は「現在目録」

を選択することはできません。 

※ 電子化されていない信託目録が存在する物件については，信託目録付きの登記事

項証明書のオンライン交付請求をすることはできません。 

 

⑧ 通数を入力する。 

請求する証明書の通数を半角文字で入力します。 

 

※ １通から９９通まで請求することができます。 

 

⑨ 請求する物件を追加する(1)。 

請求する物件を追加する場合又は同一物件について異なる証明書の種類を追加す

る場合は，「同一請求物件追加」をクリックします。 

請求物件の情報がコピーされて，コピー元の請求欄の下に表示されるので，必要

に応じて，入力内容を修正してください。 

なお，請求追加メニューから物件を追加することもできます（⑩を参照してくだ

さい。）。 



 

- 15 - 

 

 

※ 「請求」欄は，１０物件まで（「請求１０」まで）追加することができます。 
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⑩  請求する物件を追加する(2)。 

⑨のほかに，請求追加メニューから物件を追加することができます。 

追加の方法は，オンライン物件検索を使う方法及び物件情報を直接入力する方法

があります。物件情報に入力誤りがある場合は請求エラーとなりますので，オンラ

イン物件検索の使用を推奨します。

 

 

  ＜オンライン物件検索を使う場合＞ 

  → 「オンライン物件検索」ボタンをクリックして，物件情報を取得する操作を行っ

た後，請求書に取り込みます。 

※ オンライン物件検索の詳細については，24 ページの「≪オンライン物件検索機能

について≫」を参照してください。 

※ オンライン物件検索を使って，物件情報を取り込んだ場合は，「不動産の種別」

及び「物件情報」を修正することはできません。 

 

＜物件情報を直接入力する場合＞ 

  → 「直接入力用請求欄を追加」ボタンをクリックします。 

※ 新しい請求物件の入力項目が追加されますので，必要項目を入力してください。 
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＜オンライン物件検索を使用した場合＞   ＜物件情報を直接入力する場合＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪  請求内容の形式チェックを行う 

請求内容の形式チェックを行うため，「次へ」ボタンをクリックします。 
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⑫ 形式チェックエラーとなった項目を修正する。 

⑪の形式チェックでエラーがあった場合は，エラーとなった項目及びエラーの内容

が，エラーとなった項目の下部及び上部に表示され，エラーとなった項目の入力欄が

黄色く表示されるので，該当の項目を修正した上で，再度「次へ」ボタンをクリック

してください。 

なお，エラーのチェックは，必須入力項目や入力した数値の文字数など項目につい

て，形式的なチェックが行われますが，請求内容の論理的なチェックは行われません

ので，御注意願います。 
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形式チェックが行われるエラー種別及び概要は，次のとおりです。 

 

＜形式チェックエラー一覧＞ 

①（項目名）は入力必須項目です。 入力必須の項目に入力されていません。必

要な内容を項目に入力をしてください。 

②（項目名）は（数値）文字以下で入力

してください。 

入力可能な文字数以上の文字／数字が入

力されています。入力可能桁数以内の文字数

を再入力してください。 

③（項目名）は（数値）文字で入力して

ください。 

入力された情報が，必要文字数ではありま

せん。必要文字数を入力してください。 

④（項目名）には（文字種）を入力して

ください。 

特定の文字種のみ入力可能な項目に，異な

る種類の文字が入力されています。該当する

文字種を入力してください。 

⑤（項目名）に申請書では使用できない

文字が含まれています。 

申請書では使用できない文字が入力され

ています。使用可能な文字を入力してくださ

い。 

⑥（項目名）には（数値）から（数値）

までの範囲で入力してください。 

入力された数値が，入力可能な範囲の数値

ではありません。入力可能な範囲の数字を入

力してください。 
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ウ 交付情報の入力（Step1-3） 

      請求情報の入力内容を形式チェックしてエラーがなかった場合は，「Step1-3 

交付情報の入力」画面が表示されます。 

     なお，請求情報の証明書の交付方法として「郵送」を選択した場合の画面が初

期表示されます。 

 

 

※ 「Step1-3 交付情報の入力」画面のレイアウトについては，ヘルプの「請求書作

成 － [不動産]登記事項／地図・図面証明書交付請求書」画面ヘルプを参照して

ください。 
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① 交付情報を入力します。 

(ⅰ) 証明書の交付方法を郵送とする場合 

「交付方法」は，「郵送」を選択します。 

「請求者（氏名）」，証明書の送付先の「郵便番号」，「住所」及び「氏名」

には，申請者情報の登録の際に入力した情報が表示されるので，送付先を表示さ

れた住所以外の住所とする場合などは，必要に応じて修正してください。 

 

※ 「郵送種別」として「普通」，「書留」又は「簡易書留」のいずれかを，また，

「速達区分」として「（指定なし）」又は「速達」のいずれかを，それぞれ選択す

ることができます。 

なお，書留，簡易書留又は速達を選択した場合には，その費用が実費として手数

料金額に加算されます。 

 

 

 

※ 請求先登記所として，「請求情報の入力」画面で入力した１件目（「請求１」）

の管轄登記所が表示されますが，最寄りの登記所などに変更することもできます

（「登記所選択」ボタンをクリックして，「イ 請求情報の入力（Step1-2）」の「④ 

管轄登記所を選択する」と同様の操作によって，請求先登記所を選択します。）。 

 

※ 「登記所の管轄はインターネットから確認することができます。」をクリックす

ると，法務局ホームページの「管轄のご案内」画面が表示されるので，登記所の管

轄を確認してください。 

 

(ⅱ) 証明書の交付方法を登記所の窓口での受取とする場合 

「交付方法」は，「窓口受取」を選択します。 

「Step1-3 交付情報の入力」画面の交付方法の項目から下の画面が，次のペー

ジの画面に切り替わります。 
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「請求者（氏名）」，証明書の受取人の「郵便番号」，「住所」及び「氏名」

には，申請者情報の登録の際に入力した情報が表示されるので，受取人を画面に

表示された者以外の者とする場合などは，必要に応じて修正してください。 

 

※ 受取場所として，証明書を受け取る登記所又は法務局証明サービスセンターを選

択してください。 

 

※ 「登記所及び法務局証明サービスセンターの所在地はインターネットから確認す

ることができます。」をクリックすると，法務局ホームページの「管轄のご案内」

画面が表示されるので，登記所又は法務局証明サービスセンターの所在地を確認し

てください。 

 

② 交付情報の入力の完了後，「次へ」ボタンをクリックします。 

  なお，交付方法として「窓口受取」を選択した場合は，「次へ」ボタンをクリッ

クした後，次の画面が表示されるので，証明書の受け取り場所を確認の上，「ＯＫ」

ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 23 - 

 

エ 入力内容の確認（Step1-4） 

      交付情報の入力の完了後，「Step1-4 入力内容の確認」画面が表示されます。 

   入力内容を確認し，修正等がなければ「確定」ボタンをクリックします。 

 

   ＜交付方法として「郵送」を選択した場合＞ 

 

 

   ＜交付方法として「窓口受取」を選択した場合＞ 

 
※ 「Step1-4 入力内容の確認」画面のレイアウトについては，ヘルプの「請求書作

成 － [不動産]登記事項／地図・図面証明書交付請求書」画面ヘルプを参照して

ください。 
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≪オンライン物件検索機能について≫※推奨 

登記事項証明書等の交付請求を行う場合は，対象となる物件を特定する情報が，正確

に入力されていることが必要です。対象の物件を特定する物件情報に，入力誤りや所在

の表示に外字（ＪＩＳ第１，２水準以外の文字）が含まれている場合には，請求がエラ

ーとなる場合があります。そのため，かんたん証明書請求では，オンライン物件検索機

能により，請求する物件を管轄する登記所を検索し，請求物件の情報として請求書に取

り込む機能を提供しています（オンライン物件検索の情報から取り込まれたデータは，

請求情報の「不動産の種別」欄，「物件情報」欄及び「管轄登記所」欄となります。）。 

 

(１) 「不動産指定方法の選択」画面の場合

には，「オンライン物件検索を使う」を，

「請求情報の入力」画面の場合には，「オ

ンライン物件検索」をクリックします。 

 

 

＜「不動産指定方法の選択」画面の場合＞ 

 

＜「請求情報の入力」画面の場合＞ 
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(２) オンライン登記情報検索サービスの

「不動産登記情報の検索」画面が表示さ

れます。 

 

※ 物件の検索方法は， 

(２)-１.「種別（土地，建物），所在，

地番・家屋番号」を指定し検索

する「所在指定」， 

(２)-２.不動産番号とその管轄登記

所を指定する「不動産番号指

定」， 

(２)-３.土地上の建物を検索し，検索

結果から指定する「土地からの

建物検索指定」 

の３種類があります。 

 

 

 

(２)-１. 「所在指定」で検索をする場合 

① 検索方法の「所在指定」を選択します。 

 

閉鎖物件の検索をする場合は「閉鎖物

件」にチェックをいれます。 

 

 

② 物件の種別を選択します。 

 

「土地」又は「建物」を選択します。 

 

 

③ 土地又は建物が所在する都道府県を

選択します。 
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④ 都道府県を選択後，市区町村以下の所

在を入力します。市区町村以下の入力方

法は以下のとおり＜直接入力＞と＜所

在選択＞の 2 通りの方法がありますの

で，いずれかの方法により指定してくだ

さい。 

 

 

＜直接入力＞ 

テキストボックスに入力する方法で

す。 

「直接入力」をチェックし，所在をテ

キストボックスに入力します。 

 

 

＜所在選択＞ 

「所在選択」ダイアログから土地の所

在を選択する方法です。 

「所在選択」ボタンをクリックする

と，「所在選択」ダイアログが表示され

ます。 
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市区町村，町名・大字，丁目，小字な

どと順次該当する地番区域をクリック

することにより（場合により「確定」ボ

タンをクリック），選択した所在を確定

し，「不動産登記情報の検索」画面に戻

ります。 

 

なお，所在の確定をする前に「キャン

セル」ボタンをクリックすると，所在を

確定しないまま「不動産登記情報の検

索」画面に戻ります。 

 

 
「所在選択」ダイアログで選択した情

報がテキストボックスに表示されます。 

 

⑤ 物件の種別が土地の場合はその「地

番」を，建物の場合にはその「家屋番号」

を，それぞれアラビア数字及びハイフン

（全角又は半角）で入力します。 地番・

家屋番号の入力方法は以下のとおり＜

直接入力＞と＜地番・家屋番号選択＞の

2通りの方法がありますので，いずれか

の方法により入力してください。 
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＜直接入力＞ 

テキストボックスに直接入力する方

法です。 

 

テキストボックスに地番又は家屋番

号を読点[ ， ][ 、 ] 又は空白で区切

ることで，最大 10 件まで入力すること

ができます(例：１－１、１－２、１－

３、１－４)。 

 

※  「１番２３」の場合は「１－２３」

又は「1-23」と，「１番２３の４」の

場合は「１－２３－４」又は「1-23-4」

と入力してください。 

 

 

 

「検索」ボタンをクリックすると，入

力した物件の所在が「選択された物件」

欄に追加されます。 

 
＜地番・家屋番号選択＞ 

「地番・家屋番号一覧」ボタンをクリ

ックした上，「地番・家屋番号一覧」ダ

イアログから選択する方法です。 

 

「地番・家屋番号一覧」ボタンをクリ

ックすると，「地番・家屋番号一覧」ダ

イアログが表示されます。 

 

検索する地番・家屋番号により，「数

字又はハイフンのみの地番・家屋番号」

又は「数字又はハイフン以外の文字を含

む地番・家屋番号」を選択します。 

 

「数字又はハイフンのみの地番・家屋

番号」を選択した場合には，右の検索範

囲を入力して「検索」ボタンをクリック
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します（範囲は 10 までの間で指定して

ください。）。 

また，「数字又はハイフン以外の文字

を含む地番・家屋番号」を選択した場合

には，そのまま「検索」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

選択した範囲の地番・家屋番号の一覧

が表示されます。「地番・家屋番号」一

覧では 1ページ 100件単位で表示され，

継続する「地番・家屋番号」がある場合

は，「次へ」ボタンをクリックすること

により，継続する「地番・家屋番号」を

確認することができます。 

 

検索する地番・家屋番号を「地番・家

屋番号」一覧の中から選択します（最大

10件まで選択可能です。）。 

 

選択後「選択物件追加」ボタンをクリ

ックします。 

 

指定した物件の所在が「不動産登記

情報の検索」画面の「地番・家屋番号」

欄及び「選択された物件」欄に追加さ

れます。 

 

検索物件を 10 件まで追加することが

できます（上から下へ順番に追加されて

いきます。）。 
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【所在選択ダイアログで「不明」が選択さ

れた場合について】 

(２)-１の④の＜所在選択＞により所

在を入力した場合，山地番又は耕地番

(※)が存在するときは，所在選択ダイア

ログに「なし」「／耕」「／山」「不明」

が表示されます。 

請求対象の物件が山地番，耕地番のい

ずれか不明であるときは，所在選択ダイ

アログで「不明」を選択し，「検索」ボ

タンをクリックすると，「物件詳細一覧」

ダイアログが表示されますので，一覧の

中から該当の物件を選択します。 

「追加」ボタンをクリックすると，物

件情報が「選択された物件」欄に追加さ

れます。 

 

 なお，検索条件に該当する物件が 1件

のみの場合は，「検索」ボタンをクリッ

クしても「物件詳細一覧」ダイアログは

表示されず，物件情報が「選択された物

件」欄に追加されます。 

 

※ 山地番，耕地番とは，明治時代に行

われた地租改正の際に，一つの地番区

域内の山間地と耕作地に，それぞれ１

番から順に地番を付したため，一つの

地番区域内に同一の地番が存在する

こととなったものです。このような地

域では，これらの地番を区別するた

め，山間地の地番を「山地番」と，耕

作地の地番を「耕地番」と，それぞれ

呼称しています。 
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【検索事項として「閉鎖物件」が選択され

た場合について】 

「閉鎖物件」を選択し，「検索」ボタ

ンをクリックした際に，「物件詳細一覧」

ダイアログが表示されますので，一覧の

中から該当の物件を選択します。 

 

なお，検索条件に該当する物件が 1件

のみの場合は，「検索」ボタンをクリッ

クしても「物件詳細一覧」ダイアログは

表示されず，物件情報が「選択された物

件」欄に追加されます。 

 

  

【「地番・家屋番号一覧」ダイアログか

ら閉鎖物件を追加する場合について】 

閉鎖の「含む」を選択します。 

 

閉鎖された物件を含めて「地番・家屋

番号一覧」ダイアログに検索した範囲内

の地番・家屋番号の一覧が表示されま

す。 

追加する閉鎖物件を選択後「選択物件

追加」ボタンをクリックします。 

 

「物件詳細一覧」ダイアログが表示され

ますので，追加する物件を選択し「追加」

ボタンをクリックします。 

 

※ 閉鎖物件が 1 件の場合は，「追加」

ボタンをクリックすることにより物

件が追加されます。  
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指定した閉鎖物件の所在が「不動産登

記情報の検索」画面の「地番・家屋番号」

欄及び「選択された物件」欄に追加され

ます。 

 
(２)-２. 「不動産番号指定」で検索をする

場合 

① 検索方法の「不動産番号指定」を選択

します。 

 

 

 

②  テキストボックスに登記事項に記載

されている不動産番号を全角 13 文字で

入力します（例：１２３４５６７８９０

１２３）。 

 

 

 

 

③  管轄登記所を選択します。 

 

 

 

 

④  「検索」ボタンをクリックすると，指

定した不動産番号が「選択された物件」

欄に追加されます。 

 

検索物件を 10件まで追加することが

できます（上から下へ順番に追加され

ていきます。）。  
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【検索事項として「閉鎖物件」が選択さ

れた場合について】 

閉鎖物件を選択した場合は，「選択

された物件」一覧の「閉鎖」欄に「確

定済」と表示されます。 

 

 

 

(２)-３. 「土地からの建物検索指定」で検

索をする場合 

① 検索方法の「土地からの建物検索指

定」を選択します。 

 

 

 

②  都道府県を選択後，市区町村以下の土

地の「所在」，「地番」を入力します。 

市区町村以下の入力方法は以下のとお

り＜直接入力＞と＜所在選択＞の 2通り

の方法がありますので，いずれかの方法

により指定してください。  

 
 

＜直接入力＞ 

テキストボックスに入力する方法で

す。 

「直接入力」をチェックし，所在と地

番を各欄に入力します。 

 

 

＜所在選択＞ 

「所在選択」ダイアログから土地の所

在を選択する方法です。 

「所在選択」ボタンをクリックする

と，「所在選択」ダイアログが表示され

ます。 
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市区町村，町名・大字，丁目，小字な

どと順次該当する地番区域をクリック

することにより（場合により「確定」ボ

タンをクリック），選択した所在を確定

し，「不動産登記情報の検索」画面に戻

ります。 

 

なお，所在の確定をする前に「キャン

セル」ボタンをクリックすると，所在を

確定しないまま「不動産登記情報の検

索」画面に戻ります。 

 

 
「所在選択」ダイアログで選択した

情報がテキストボックスに表示されま

す。 

 

   土地の地番をアラビア数字及びハイ   

フン（全角又は半角）でテキストボック

スに直接入力し，「検索」ボタンをクリ

ックします。 
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入力した土地の所在の範囲の建物の

所在・家屋番号の一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

一覧上に表示されている物件から選

択します。「選択」のチェックボックス

にチェックします。 

 

 

「追加」ボタンをクリックすることに

より不動産登記情報の検索画面の「選択

された物件」に追加されます。 

 

検索物件を 10 件まで追加することが

できます（上から下へ順番に追加されて

いきます。）。 

 

 

【検索事項として「閉鎖物件」が選択され

た場合について】 

閉鎖物件を選択した場合は，「選択さ

れた物件」一覧の「閉鎖」欄に「確定済」

と表示されます。 

 

 

 

(３) 選択した物件情報を「請求情報の入

力」画面に反映します。 
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※ 反映する方法は， 

(３)-１.「請求情報の入力」画面に直

接反映する， 

(３)-２.ファイルをダウンロードし

て取り込む 

   の２種類があります 

 

【(３)-１.「請求情報の入力」画面に直接反

映する場合】 

 

① 「確定」ボタンをクリックすると「請

求情報の入力」画面が表示されます。 

 

 

※   処理の過程でエラーとなった場合

には，エラーとなった旨及び対処方法

等が表示されます。「はい」ボタンを

クリックすることで選択した物件情

報を証明書交付請求画面に反映する

ことはできますが，物件の状況により

請求がエラーとなる場合があります。 

 

 

②  「不動産登記情報の検索」画面で選択

した物件情報及び管轄登記所情報が「請

求情報の入力」画面に反映された状態で

表示されます。 

 

※ 「不動産登記情報の検索」画面か

ら物件情報を反映した場合は，「不動産

の種別」及び「物件情報」は修正するこ

とはできません。 
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【(３)-２.ファイルをダウンロードして取

り込む場合】 

 

①  「不動産登記情報の検索」画面で，「物

件情報ファイルをダウンロードする場

合は，こちらをクリックしてください。」

リンクをクリックします。 

 
 

 

②  ファイルがダウンロードフォルダに

ダウンロードされます。 

 

 

 

 

 

（Google Chromeの場合） 

 

（Microsoft Edgeの場合） 

 

 

③  「不動産指定方法の選択」画面又は「請

求情報の入力」画面で，ダウンロードし

た物件情報のファイルを請求書に取り

込むため，「ファイルを選択」ボタンを

クリックします。 
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④  「開く」画面が表示されるので，ダウ

ンロードした物件情報のファイルを選

択して，「開く」ボタンをクリックしま

す。 

 

※ 画面は「Google Chrome」の例。 

 

 

⑤  「不動産指定方法の選択」画面又は「請

求情報の入力」画面に戻りますので，「請

求書に取り込む」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 
 

 

 

 

 

※ ファイルが最新のものでない場合，

右図の画面が表示され，「検索ファイ

ルが最新のものでないため，請求がエ

ラーとなる場合」がある旨の確認メッ

セージが表示されます。 

「ＯＫ」ボタンをクリックすること

で取り込むことは可能ですが，再度，

24ページ以下の手順に従い最初から操

作を行い，最新の物件情報を取得する

ことをお勧めします。 

 

 

 

⑥  「不動産登記情報の検索」画面で選択

した物件情報及び管轄登記所情報が「請

求情報の入力」画面に反映された状態で

表示されます。 

 

※  「不動産登記情報の検索」画面から物

件情報を反映した場合は，「不動産の種

別」及び「物件情報」は修正することは

できません。 

 

ファイル名が表示されます。 
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≪事件 ID一覧検索機能について≫※推奨 

かんたん証明書請求では，図面証明書の交付請求を行う場合に，事件 ID一覧検索機能

により請求する図面に係る事件 ID 一覧を取得し，選択した事件 ID を請求書に取り込む

機能を提供しています。 

 

(１) 事件ＩＤ取得に必要な項目を入力し

「事件ＩＤ取得」ボタンをクリックしま

す。 

 

※ 「物件の入力方法」が「物件入力指

定」の場合は，「所在」，「地番／家

屋番号」を全角文字で入力します。 

 

※ 「物件の入力方法」が「不動産番号

指定」の場合は，「不動産番号」を１

３桁の半角数字で入力します。 

 

※ 管轄登記所の「登記所コード」を設

定します。 

 

※ 「不動産の種別」が「土地」の場合

は，「土地所在図／地積測量図」又は

「地役権図面」のいずれか一方を選択

します。 

 

 

※ 形式チェックでエラーがあった場

合は，エラーとなった項目及びエラー

の内容が，エラーとなった項目の下部

又は上部に表示され，エラーとなった

項目の入力欄が黄色く表示されるの

で，該当の項目を修正した上で，再度

「事件ＩＤ取得」ボタンをクリックし

てください。 
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(２) オンライン登記情報検索サービスの

「図面事件ＩＤ一覧」画面が表示されま

すので，取得したい事件ＩＤを選択し，

「確定」ボタンをクリックします。 

 

 

 

(３) 選択した事件ＩＤが「請求情報の入

力」画面に反映されます。 

 

 

※ 既に事件ＩＤが入力されている場

合，右図の画面が表示され，既に入力

されている値を上書きする旨の確認メ

ッセージが表示されます。 

「ＯＫ」ボタンをクリックすること

で上書きすることが可能です。 
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３ 納付情報の登録 

納付情報を入力する（Step2）。 

請求書作成の完了後，「Step2 納付情報入力」画面が表示されます。 

電子納付を行う際に必要となる氏名又は法人団体名を全角カナ文字２４文字以内で

入力して，「確定」ボタンをクリックします。 

 

※ 「氏名又は法人団体名」欄には，申請情報の登録の際に入力された「氏名（フリ

ガナ）」が表示されるので，必要に応じて修正してください。 

※ ≪「氏名又は法人団体名」欄に入力可能な文字一覧≫を御参照願います。 

 

 

※ 「Step2 納付情報入力」画面のレイアウトについては，ヘルプの「請求書作成 － 

[不動産]登記事項／地図・図面証明書交付請求書」画面ヘルプを参照してください。 
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≪「納付情報」の「氏名又は法人団体名」欄に入力できる文字一覧≫ 

 

数字（全角） ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

英字（全角） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ 

カナ（全角） ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ  

ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン 

ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ ビ ブ ベ ボ ヴ 

パ ピ プ ペ ポ 

記号（全角）

※ 
「 」 ￥ ， ． （ ） － ー ／ 

全角スペース   

※ 「－」：全角マイナス，「ー」：全角長音 

※ 拗音・促音などの小さい文字（いわゆる捨て仮名）は，使用できません。 
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４ 請求書の送信 

（１）送信確認（Step3） 

納付情報入力の完了後，「Step3 送信確認」画面が表示されます。 

「【手続分類】」，「【手続名】」及び「【請求書様式】」を確認の上，「送信

実行」ボタンをクリックして，請求書のデータを送信します。 

 

※ 「送信実行」ボタンをクリックした後は，請求書の修正をすることはできません。 

 

 

※ 「Step3 送信確認」画面のレイアウトについては，ヘルプの「請求書作成 － [不

動産]登記事項／地図・図面証明書交付請求書」画面ヘルプを参照してください。 
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（２）送信結果（Step4） 

送信実行の完了後，「Step4 送信完了」画面が表示されます。 

「処理状況を確認する」ボタンをクリックすると，「処理状況照会」画面が表示

されます。 

 

   

※ 「Step4 送信完了」画面のレイアウトについては，ヘルプの「請求書作成 － [不

動産]登記事項／地図・図面証明書交付請求書」画面ヘルプを参照してください。
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第５ 処理状況確認等 

「処理状況照会」画面では，かんたん証明書請求で送信した請求書の処理状況の確

認や処理状況に応じた処理（到達通知の表示，納付情報の表示及び登記・供託オンラ

イン申請システムからのお知らせの表示）を行います。 

なお，申請用総合ソフトで申請した手続について，この画面で処理状況の確認のみ

を行うことができます。処理状況に応じた処理（到達通知の表示，納付情報の表示・

電子納付，登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの表示）を行うことは

できませんので御注意願います。 

 

 

※ 「処理状況照会」画面のレイアウトについては，かんたん証明書請求ヘルプメ

ニューの「処理状況照会」画面ヘルプを参照してください。 
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１ 到達通知の表示 

請求書の送信後，請求データが登記・供託オンライン申請システムに到達した時点

で，到達通知を取得し，申請番号，到達日時，処理状況確認番号などを確認すること

ができます。 

 

（１） 「証明書請求メニュー」画面

から，「処理状況を確認する」

ボタン又は「処理状況照会」ボ

タンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 「処理状況照会」画面が表示

されるので，到達通知を表示す

る対象の請求書の「到達通知」

ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

（３） 「照会内容確認（到達通知）」

画面が表示されるので，申請番

号，到達日時，処理状況確認番

号などを確認します。 

 

※ 「照会内容確認（到達通知）」

画面のレイアウトについては，

ヘルプの「到達通知」画面ヘル

プを参照してください。 
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※ 処理状況確認番号は，請求書の

送信者ではない者が手続の処

理状況を確認する際に，申請番

号と併せて必要となるもので

す。 

 

※ 到達通知の内容を確認後，「戻

る（処理状況照会）」ボタンをク

リックすると，「処理状況照会」 

画面に戻ります。 
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２ 納付情報の表示及び電子納付 

 

請求書の送信後，手数料等の納付情報が歳入金電子納付システムに登録された時点

で，納付情報を取得し，電子納付を行います。 

なお，請求した証明書を登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る

場合には，「照会内容確認（電子納付情報表示）」画面を印刷し，あらかじめ設けてあ

る記載欄に,証明書の受取人の氏名・住所及び請求に係る通数を記載したものを登記所

又は法務局証明サービスセンターの窓口に提出していただく必要があります。 

 

（１） 「処理状況照会」画面を表示

して，納付情報を表示する対象

の請求書の「納付」ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

（２） 「照会内容確認（電子納付情

報表示）」画面が表示されるの

で，納付情報を確認します。 

インターネットバンキングを

利用し，電子納付を行う場合に

は，「電子納付」ボタンをクリッ

クします。 

 

※ 「照会内容確認（電子納付情報

表示）」画面のレイアウトについ

ては，ヘルプの「電子納付情報表

示」画面ヘルプを参照してくださ

い。 

 

※ 請求した証明書を登記所又は

法務局証明サービスセンターの

窓口で受け取る場合でも，手数料

は，あらかじめ電子納付をしてく

ださい。 
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また，請求した証明書を登記所

又は法務局証明サービスセンタ

ーの窓口で受け取る場合には，

「照会内容確認（電子納付情報表

示）」画面を印刷し，あらかじめ

設けてある記載欄に,請求に係る

通数（注１）を記載したものを登

記所又は法務局証明サービスセ

ンターの窓口に提出していただ

く必要があります（注２）。 

 

（注１） 請求により交付を受ける

証明書の合計通数です（窓

口で受け取る証明書の合

計通数です。請求がエラー

となったものがある場合

は，これを除いた通数で

す。）。 

（注２） この画面を印刷したもの

に代えて，次の情報を記載

した書面を提出しても差

し支えありません。 

① 証明書の受取人の氏

名・住所 

② 請求に係る通数 

③ 申請番号 

 

なお, 請求された証明書は，請

求から１か月以内に受け取って

ください。受け取らないまま１か

月を経過しますと，作成した証明

書は廃棄されます。 
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（３） 電子納付を行うＷｅｂページ

が別ブラウザで表示されるの

で，画面の指示に従い，電子納

付を行います。 

 

※ 電子納付を行う場合には，「電

子納付」ボタンをクリックした

後，３０分以内にインターネット

バンキングへのログインを完了

する必要があります。 

３０分を経過した場合は，再

度，「電子納付」ボタンをクリッ

クしてインターネットバンキン

グへログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

（４） ペイジーを利用してＡＴＭ等

で納付を行うこともできます。 

 

ペイジーについては，「いつ

でも、どこでも、ペイジー。」

をクリックすると，日本マルチペ

イメントネットワーク推進協議

会が提供している「いつでも、ど

こでも、ペイジー。」のＷｅｂ

ページが別ブラウザで表示され

るので，御参照ください。 

 

納付情報を確認後，「戻る（処

理状況照会）」ボタンをクリック

すると，「処理状況照会」画面に

戻ります。 
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３ 登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの表示 

 

請求書の送信後，登記・供託オンライン申請システムからのお知らせが通知される

と，お知らせの内容を確認することができます。 

また，ファイルが添付されている場合は，当該ファイルを取得することができます。 

 

（１） 「処理状況照会」画面を表示

して，お知らせを表示する請求

書の「お知らせ」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

 
 

（２） 「お知らせ」画面が表示され

るので，お知らせの内容を確認

します。 

※ 「お知らせ」画面のレイアウト

については，ヘルプの「お知らせ」

画面ヘルプを参照してください。 

 

 

 

 

（３） 図面証明書を請求した場合

に，その請求した図面が特定で

きなかったときは，当該請求は

「中止／却下」となりますが，

図面に関する事件一覧が添付

されている場合もありますの

で，「処理状況照会」画面から，

当該図面証明書請求の「お知ら

せ」ボタンをクリックして，確

認してください。 
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（４） 「お知らせ」画面が表示され

るので，お知らせの内容を確認

します。 

図面に関する事件一覧が添

付されている場合は，「取得」

ボタンをクリックします。 

 

 

 

  

 

（５） ファイルがダウンロードフォ

ルダにダウンロードされます。 

 

   ※ 画面は「Google Chrome」の 

例。 

 

 

 

（６） 保存したファイルを，圧縮解

凍ソフトウェアなどを使用し

て解凍し，事件ＩＤ一覧ファイ

ル（○○.tif）をダブルクリッ

クすると，対象の事件ＩＤ一覧

が表示されます。 
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※ 解凍したファイルを表示する

場合には，拡張子に関連付けされ

たプログラムで表示されます。 

図面に関する事件一覧
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４ 請求書の検索，表示・印刷 

送信した請求書を申請番号により検索し，表示及び印刷することができます。 

また，申請番号及び処理状況確認番号を入力することにより，請求書の送信者では

ない者が，該当する請求の処理状況を確認することができます。 

 

（１）作成した請求書を検索する。 

 

① 「処理状況照会」画面を表示し，

17 桁の申請番号を半角数字で入力

して，「検索」ボタンをクリックし

ます。 

 

※ 申請番号の確認方法は，46ペー

ジを参照してください。 

  

 

② 該当する請求書が表示されるの

で，処理状況などを確認します。 

 

 

 

 

 

 

（２）請求書の送信者ではない者が請求書を検索する。 

 

① 「処理状況照会」画面が表示し，

17 桁の申請番号及び 20 桁の処理状

況確認番号を半角数字で入力して，

「検索」ボタンをクリックします。 

 

※ 申請番号及び処理状況確認番

号の確認方法は 46 ページを参照

してください。 
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② 該当する請求が表示されるので，

処理状況などを確認します。 

 

※ 処理状況確認番号による検索

の場合には，「到達通知」，「お知

らせ」及び「納付情報」を確認す

ることはできません。 

  

 

（３）送信した請求書を表示及び印刷する。 

 

① 「処理状況照会」画面を表示して， 

内容を表示する対象の請求の手続

名をクリックします。 

 

 
② 請求書の内容が別ブラウザで表

示されます。 

 

 

 

 

 

  
③ 請求書の内容をブラウザで表示

させた上で，ブラウザの印刷機能を

使用して，請求書を印刷します。 

 

右クリックで表示されるメニュ

ーの「印刷」をクリックすると，請

求書が印刷されます。 

 

 ※ 画面は「Google Chrome」の例。 
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５ ヘルプ／ガイド機能 

 

かんたん証明書請求のヘルプのページを表示します。 

 

（１） かんたん証明書請求のメニュ

ーから「ヘルプ」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

（２） 「ヘルプ」画面が表示されま

すので，画面の指示に従い，該

当のヘルプを参照します。 
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